
【特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設（相続税）】

【概要】
個人が、美術館（※１）と特定美術品（※２）の長期寄託契約を締結し、文化財保護法に規定する保

存活用計画の文化庁長官の認定を受け、その美術館（以下「寄託先美術館」という。）にその特
定美術品を寄託した場合において、その者が死亡し、その特定美術品を相続又は遺贈により取得
した者（以下「寄託相続人」という。）がその長期寄託契約及び保存活用計画に基づき寄託を継
続したときは、担保の提供を条件に、その寄託相続人が納付すべき相続税額のうち、その特定美
術品に係る課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予する。
※１ 博物館法に規定する博物館又は博物館相当施設のうち、特定美術品の公開及び保管を行うもの
※２ 国宝・重要文化財の美術工芸品及び、登録有形文化財の美術工芸品のうち世界文化の見地から歴史

上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの

【猶予税額の免除】
・寄託相続人が死亡した場合 ・寄託先美術館に対するその特定美術品の寄贈した場合
・自然災害によるその特定美術品の滅失があった場合

【猶予税額の納付】
例えば以下の場合には、猶予税額及び法定申告期限からの期間に係る利子税を納付する。
・特定美術品の譲渡等をした場合 ・特定美術品が滅失、紛失等をした場合
・長期寄託契約の終了、保存活用計画の期間満了後、新たに認定を受けなかった場合
・重要文化財の指定解除、登録有形文化財の登録抹消、保存活用計画の認定取消しの場合
・寄託先美術館が廃止された場合（新たな寄託先美術館に寄託した場合を除く。）

【その他】
寄託相続人は、３年毎に、継続届出書に寄託先美術館の発行する証明書を添付して、寄託相続

人の納税地の所轄税務署長に提出する。 等
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【記載事項例】
・文化財に関する基本的な事項
・保存及び活用の現状と課題
・保存に関する措置
・防災・防犯に関する事項
・活用に関する措置
・計画期間
・現状変更等に関する事項
・修理に関する事項
・公開を目的とする寄託契約に関する
事項
等

※適切に公開する旨、5年以上の契約、契約
中に解約を申し入れができない旨等の定め
があること
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